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平成２７年８月１９日

文 部 科 学 省

初等中等教育局教育課程課

国際バカロレア・ディプロマ・プログラムの導入を促進するための教育課程

の特例措置に関するパブリックコメント（意見公募手続）の結果について

「国際バカロレア・ディプロマ・プログラムの導入を促進するための教育課程の

特例措置」について、平成２７年６月２５日から平成２７年７月２４日までの期間、

電子メール・郵便・ファックスを通じて、広く国民の皆様から御意見の募集を行い

ましたところ、合計６件の御意見をいただきました。

今回御意見をお寄せいただきました多くの方々の御協力に厚く御礼申し上げます。

いただいた主な意見の概要及びそれに対する文部科学省の考え方は別紙のとおり

です。なお、とりまとめの都合上、内容により適宜集約させていただいております。

貴重な御意見をお寄せいただき、厚く御礼申し上げます。
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（別 紙）

分 類 主な意見の概要 回 答

１. 卒業に 学校設定教科・科目として設置した国際バ 今回の特例措置では、生徒及び学校の負担

必要な単位 カロレア・ディプロマ・プログラムの科目 を軽減するために、学校設定教科・科目と

数に算入で について、卒業に必要な単位数に算入でき して設置した国際バカロレア・ディプロマ

きる上限の る上限を２０単位から３６単位まで拡大し ・プログラムの科目について、卒業に必要

拡大につい ていただくことはありがたい。 な単位数に算入できる上限を２０単位か

て ら、中高一貫教育校の教育課程の特例にお

今般の特例措置は、学習指導要領に柔軟性 ける学校設定教科・科目について卒業に必

を持たせ、国際バカロレア・ディプロマ・ 要な修得単位数に含めることのできる単位

プログラムの科目を卒業に必要な単位に算 数の上限や、高等学校における学校外学修

入することにより、生徒の履修上の負担軽 や外国の高等学校に留学した場合における

減を図る点で評価できる。 単位認定の制度の例にあわせて、３６単位

までとしました。今後とも、制度の実施状

国際バカロレア・ディプロマ・プログラム 況のフォローアップに努めてまいりたいと

の科目の単位について、卒業に必要な単位 思います。

への算入上限を２０単位から３６単位とし

て、生徒の負担軽減を図るという方向性に

ついては歓迎したい。一方、本来バカロレ

ア教育は一部のエリート向け教育ではな

く、多くの生徒に機会が与えられるべきだ

が、現状では一部の努力家向け教育となっ

ている感は否めない。万人向けの教育であ

ることを前提に、算入できる上限に引上げ

の余地がないか確認いただきたい。

２．学習指 英数理の必履修科目及び総合的な学習の時 学習指導要領と国際バカロレア・ディプロ

導要領と国 間については、関連する国際バカロレア・ マ・プログラムの全ての科目について対応

際バカロレ ディプロマ・プログラムの科目の履修をも 関係に関する検討を行い、内容の対応関係

ア・ディプ って代えることができるようにしていただ があると認められる必履修科目について読

ロマ・プロ くことはありがたい。社会及び必履修科目 替えを可能とし、その他の科目については

グラムの対 以外の科目の対応に関しても一定の整理を 学校設定教科・科目として開設していただ

応関係につ お願いしたい。 くことを可能とするようにいたしました。

いて 今般読替えを可能とした科目以外の科目に

合理的であると考える。更に、地理歴史、 ついて、国際バカロレア・ディプロマ・プ

公民、家庭、情報などの必履修科目につい ログラムの科目との読替えを希望する場合

ても、関連する国際バカロレア・ディプロ は、教育課程特例校制度を活用することを

マ・プログラムの科目の履修をもって代え 検討しており、施行通知において示させて

ることができるよう検討が進められること いただく予定です。

を望む。
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３．その他 国際バカロレア・ディプロマ・プログラム 国際バカロレア・ディプロマ・プログラム

を履修する生徒が、例えば指定校推薦など を履修する生徒が、国内の大学を受験する

の特別入試で国内の大学を受験する場合、 場合の科目の履修指定等の取扱いに関する

科目の履修指定等があった際には、学校設 対応を検討しており、施行通知において示

定科目が多いとその要件を満たせなくなる させていただく予定です。

可能性が高くなる。特例措置をとっていた

だく場合、大学に対して、国際バカロレア

・ディプロマ・プログラムを履修する生徒

の場合は例外的に履修指定要件等を免除し

ていただくなどの働きかけもお願いした

い。

学習指導要領の弾力的運用となる今回の改 所要の手続きを確実に進め、本年８月１９

正案については、既にバカロレアコースに 日に公布・施行いたします。

在籍している生徒にも適用されるよう、早

期の特例措置の導入、すなわち今年夏の確

実な公布・施行を望む。

日本の国際バカロレアの教育においては、 今回の措置は、学習指導要領と国際バカロ

大学入試における国際バカロレアの活用、 レア・ディプロマ・プログラムの双方を無

国際バカロレアの実施に係る費用、教員研 理なく履修することができるようにするた

修体制の整備、日本語による国際バカロレ めに、教育課程の特例措置を講ずるもので

アの教育プログラムへのニーズなど、対応 す。御指摘のとおり、対応すべき課題は様

すべき多くの課題があり、今般の学習指導 々ございますが、現在、「日本再興戦略」

要領の弾力化は、あくまでも教育課程の運 において、国内の認定校等を2018年までに

用上の対応に過ぎない。まずは実態を踏ま 200校に大幅に増加させることを目標とし

え、制度面での根本的な課題の解決に向け て掲げており、このため文部科学省では、

た検討をすべきではないか。 国際バカロレア機構との協力の下、国際バ

カロレアの一部科目を日本語でも実施可能

とするプログラムの開発・導入のほか、大

学入学者選抜における国際バカロレアの活

用促進、国際バカロレアに対応した教員の

養成・確保などの取組を進めているところ

であり、引き続き、国際バカロレアの普及

・拡大に向けて取り組んでまいります。
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平成年月日 水曜日 第号官 報
〇
文
部
科
学
省
令
第
二
十
八
号

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
二
条
及
び
第
六
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
学
校
教
育

法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
十
九
日

文
部
科
学
大
臣

下
村

博
文

学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
八
条
の
二
を
第
八
十
八
条
の
三
と
し
、
第
八
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
八
十
八
条
の
二

ス
イ
ス
民
法
典
に
基
づ
く
財
団
法
人
で
あ
る
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
事
務
局
か
ら
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
・

デ
ィ
プ
ロ
マ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
す
る
学
校
と
し
て
認
め
ら
れ
た
高
等
学
校
の
教
育
課
程
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
課
程
の
基
準
の
特
例
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

第
九
十
六
条
第
二
項
中
「
第
八
十
八
条
の
二
」
を
「
第
八
十
八
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
百
八
条
第
二
項
中
「
及
び
第
八
十
五
条
」
を
「
、
第
八
十
五
条
」
に
改
め
、「
第
八
十
六
条
ま
で
」
の
下
に
「
及
び

第
八
十
八
条
の
二
」
を
加
え
る
。

第
百
十
三
条
第
三
項
、
第
百
三
十
三
条
第
二
項
及
び
第
百
三
十
五
条
第
五
項
中
「
第
八
十
八
条
の
二
」
を
「
第
八
十

八
条
の
三
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


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